
我孫子市再資源化事業実施要綱の一部を改正する告示（案） 

 

我孫子市再資源化事業実施要綱（平成15年告示第61号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

○我孫子市再資源化事業実施要綱 ○我孫子市再資源化事業実施要綱 

平成15年３月31日告示第61号 平成15年３月31日告示第61号 

（奨励金の交付） （奨励金の交付） 

第９条 略 第９条 略 

２ 前項の奨励金の額は、資源回収業者が発

行する資源回収実績報告書をもとに決定

し、当該登録団体に通知するものとする。 

２ 前項の奨励金の額は、資源回収業者が発

行する資源回収実績報告書をもとに決定

し、奨励金交付決定通知書（様式第７号）

により当該登録団体に通知するものとす

る。 

３ 略 ３ 略 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 

 
資源 奨励金 

  
資源 奨励金 

 

 
古紙類・古繊維

類・空き缶・空き

びん・金属類 

１キログ

ラム当た

り（ただ

し、１月あ

たり１世

帯９キロ

グラムを

上限とす

る） 

５円 
  

古紙類・古繊維類 １キログ

ラム当た

り 

５円 
 

 
  

  
空き缶・空きびん   

 

 
  

  
金属類   

 

 
略 略 略 

  
略 略 略 

 

 

 

 

   
  

   
 



様式第７号（第９条第２項関係） 様式第７号（第９条第２項関係） 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


